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１
　
は
じ
め
に

日
本
の
信
教
の
自
由
を
め
ぐ
る
状
況
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば
信
仰
の

「
多
元
的
重
層
性
」
・
「
宗
教
的
雑
居
性
」
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
実

際
、
日
本
に
お
け
る
宗
教
人
口
は
人
口
総
数
の
二
倍
に
近
い

（
１
）
。
こ
れ
は
同
一

の
信
徒
が
あ
る
場
合
に
は
寺
の
檀
徒
と
し
て
、
ま
た
神
社
の
氏
子
と
し
て
、

あ
る
い
は
他
宗
派
の
信
徒
と
し
て
重
複
し
て
集
計
さ
れ
た
こ
と
か
ら
生
じ
て

い
る
。
個
人
生
活
に
お
い
て
も
結
婚
式
は
神
式
や
キ
リ
ス
ト
教
式
で
行
う
が
、

葬
式
は
仏
式
で
と
い
う
姿
は
ご
く
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
宗

教
が
大
衆
意
識
で
は
冠
婚
葬
祭
の
通
過
儀
礼
と
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
時

と
場
合
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
宗
教
を
使
い
分
け
、
さ
ら
に
は
宗
教
と
習
俗

の
区
別
も
あ
い
ま
い
に
な
る
体
質
が
生
ま
れ
て
く
る
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
宗

教
的
意
識
の
あ
い
ま
い
さ
は
、「
多
重
性
」
を
前
提
と
し
た
信
仰
に
対
し
て

は
寛
容
で
あ
る
が
、
時
と
し
て
特
定
の
宗
教
に
基
づ
く
潔
癖
な
信
仰
生
活
を

お
く
る
人
び
と
を
異
端
視
す
る
傾
向
と
し
て
現
れ
、
宗
教
的
少
数
者
が
寛
容

の
精
神
を
も
っ
て
多
数
者
へ
同
調
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る

（
２
）
。
あ
る
い
は
、

公
的
性
格
を
有
す
る
団
体
や
公
権
力
そ
の
も
の
が
宗
教
に
か
か
わ
る
こ
と

を
、
無
自
覚
の
う
ち
に
許
し
て
し
ま
う
傾
向
が
み
ら
れ
る

（
３
）
。
こ
の
よ
う
な
国

民
の
宗
教
的
意
識
を
利
用
し
た
政
府
・
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
行
為
が
後
に

検
討
す
る
よ
う
な
重
大
な
憲
法
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る

と
、
日
本
の
多
重
信
仰
と
い
う
歴
史
的
、
社
会
的
状
況
を
考
慮
す
る
こ
と
は
、

欧
米
に
お
け
る
取
り
扱
い
に
く
ら
べ
て
政
教
分
離
原
則
の
解
釈
、
適
用
を
緩
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め
る
根
拠
に
な
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
反
対
に
、
い
っ
そ
う
厳
格
な
扱
い

が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
が
徹
底
し
た
信
教
の
自
由
の
保
障

と
政
教
分
離
原
則
を
定
め
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
宗
教
的
少
数
者
の
権
利
保

護
の
観
点

（
４
）
か
ら
再
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
日
本
国
憲
法
の
信
仰
の
自
由
と
政
教
分
離
原
則
に
つ
い
て
基

本
的
事
項
を
整
理
し
、
問
題
状
況
を
慨
観
し
て
お
き
た
い
。

２
　
信
教
の
自
由

（
１
）
信
教
の
自
由
の
意
味

信
教
の
自
由
は
、
自
由
・
人
権
思
想
の
先
駆
的
か
つ
中
心
的
位
置
を
占
め

る
も
の
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
宗
教
戦
争
や
教
権
に
対
す
る
闘
争
を
経

て
獲
得
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
の
市
民
社
会
で
確
立
さ
れ
て
き
た

（
５
）
。

信
仰
こ
そ
、
人
間
の
責
任
意
識
や
主
体
性
の
自
覚
を
目
覚
め
さ
せ
強
め
る
も

の
と
し
て
、
自
由
の
獲
得
と
達
成
と
に
大
き
な
貢
献
を
果
た
し
た

（
６
）
。
こ
と
に
、

一
八
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
の
諸
邦
の
権
利
章
典
（
た
と
え
ば
、
一
七
七
六
年
の

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
権
利
章
典
一
六
条
）
の
な
か
で
、
信
教
の
自
由
は
、
単
な
る

宗
教
的
寛
容
思
想
か
ら
権
利
と
し
て
の
自
由
へ
と
高
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

近
代
諸
憲
法
は
、
信
教
の
自
由
を
ほ
ぼ
例
外
な
く
保
障
す
る
に
至
っ
た
が
、

そ
の
保
障
方
式
は
、
国
に
よ
り
、
時
代
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

現
代
で
は
、
信
教
の
自
由
に
対
す
る
具
体
的
保
障
の
態
様
と
し
て
、（
ａ
）

イ
ギ
リ
ス
型
、（
ｂ
）
イ
タ
リ
ア
型
、（
ｃ
）
ア
メ
リ
カ
型
と
い
う
三
つ
の
型

に
大
別
で
き
る

（
７
）

。（
ａ
）
は
、
国
教
制
度
を
建
前
と
し
、
国
教
以
外
の
宗
教

に
も
広
範
な
宗
教
的
寛
容
を
認
め
、
実
質
的
に
宗
教
の
自
由
を
ほ
ぼ
完
全
に

保
障
す
る
も
の
（
イ
ギ
リ
ス
、
ス
ペ
イ
ン
な
ど
）、（
ｂ
）
は
、
教
会
は
公
法

人
と
し
て
憲
法
上
の
地
位
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
国
家
と
教
会
が
そ
れ
ぞ
れ

の
固
有
の
領
域
で
は
独
自
に
処
理
し
、
競
合
事
項
に
つ
い
て
は
政
教
条
約

（konkordat

）
を
締
結
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
処
理
す
る
も
の
（
イ
タ
リ
ア
、

ド
イ
ツ
な
ど
）、（
ｃ
）
は
、
国
家
と
教
会
を
完
全
に
分
離
し
、
相
互
に
干
渉

し
な
い
こ
と
を
主
義
と
す
る
も
の
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
日
本

な
ど
）
で
あ
る
。

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
（
以
下
明
治
憲
法
と
称
す
）
の

二
八
条
が
信
教
の
自
由
を
規
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
保
障
も
「
安
寧

秩
序
ヲ
防
ケ
ス
」「
臣
民
タ
ル
ノ
義
務
ニ
背
カ
サ
ル
限
」
と
い
う
制
限
条
項

の
枠
内
で
の
み
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
他
の
自
由
権
規
定
と
違
っ
て
、
い

わ
ゆ
る
「
法
律
の
留
保
」
が
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
命
令

に
よ
っ
て
制
約
可
能
な
も
の
と
解
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
明
治
初
年
に
は

法
制
上
、
神
社
神
道
は
「
国
家
ノ
宗
祀
」
と
さ
れ
、
神
宮
・
神
社
に
は
公
法

人
の
地
位
が
、
そ
の
職
員
た
る
神
官
・
神
職
に
は
官
吏
の
地
位
が
与
え
ら
れ

て
い
た

（
８
）
。
日
清
・
日
露
の
対
外
戦
争
を
経
る
な
か
で
、「
宗
教
に
非
ず
」
と

さ
れ
た
国
家
神
道
体
制
が
確
立
し
、
国
民
は
家
の
宗
教
と
は
関
係
な
く
、
神

社
の
参
拝
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
明
治
憲
法
下
の
信
教
の
自
由
は
、
神
社
神

道
に
抵
触
し
な
い
限
り
で
の
み
保
障
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
を
根
本
的
に
変
革
す
る
た
め
、
一
九
四
五
年
七
月
二
六
日

の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
は
、
そ
の
一
〇
項
の
な
か
に
「
宗
教
ノ
自
由
ノ
確
立
」
を

掲
げ
、
同
年
一
二
月
一
五
日
に
は
連
合
国
総
司
令
部
に
よ
り
国
家
と
神
社
神

道
の
完
全
な
分
離
を
命
じ
る
「
神
道
指
令
」
が
発
せ
ら
れ
た
。
日
本
国
憲
法

は
、
明
治
憲
法
時
の
苦
い
経
験
お
よ
び
深
刻
な
反
省
か
ら
、
信
教
の
自
由
保

障
に
つ
い
て
詳
細
な
規
定
を
設
け
て
い
る
。
二
〇
条
一
項
前
段
と
同
条
二
項

で
信
教
の
自
由
を
保
障
し
、
同
条
一
項
後
段
、
同
条
三
項
、
八
九
条
で
政
教

分
離
原
則
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

（
２
）
信
教
の
自
由
の
内
容

日
本
国
憲
法
二
〇
条
一
項
前
段
お
よ
び
二
項
は
、
個
人
の
信
教
の
自
由
を
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保
障
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
分
類
の
仕
方
を
別
と
し
て
、

（
ａ
）
宗
教
的
信
仰
の
自
由
、（
ｂ
）
宗
教
的
行
為
の
自
由
、（
ｃ
）
宗
教
的

結
社
の
自
由
、
と
い
う
三
つ
の
自
由
を
含
む
と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る

（
９
）
。

憲
法
二
〇
条
第
一
項
前
段
は
、「
信
教
の
自
由
は
、
何
人
に
対
し
て
も
こ

れ
を
保
障
す
る
」
と
定
め
、
無
制
約
の
信
仰
の
自
由
を
保
障
し
て
い
る
。
信

仰
の
対
象
と
し
て
の
宗
教
の
意
義
に
つ
い
て
は
広
く
捉
え
る
べ
き
で
あ
り
、

憲
法
で
い
う
宗
教
と
は
、「
超
自
然
的
、
超
人
間
的
本
質
（
す
な
わ
ち
絶
対

者
、
造
物
主
、
至
高
の
存
在
等
、
な
か
ん
ず
く
神
、
仏
、
霊
等
）
の
存
在
を

確
信
し
、
畏
敬
崇
拝
す
る
心
情
と
行

（
10
）

為
」、
あ
る
い
は
「
超
自
然
的
な
、
人

間
の
通
常
の
認
識
を
超
え
た
も
の
の
存
在
の
確
認
と
こ
れ
に
対
す
る
畏
敬
の

念
を
も
と
と
し
て
成

（
11
）

立
」
す
る
も
の
と
し
て
解
し
て
よ
い
。
宗
教
的
信
仰
の

自
由
は
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
を
信
ず
る
、
ま
た
は
信
じ
な
い
自
由
で
あ
る
。

こ
れ
に
は
信
仰
告
白
の
自
由
が
含
ま
れ
、
そ
の
消
極
的
側
面
は
沈
黙
の
自
由

を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
信
仰
の
告
白
を
強
制
す
る
こ
と
や
、
信
仰
に

反
す
る
行
為
を
強
制
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

二
〇
条
二
項
は
、「
何
人
も
、
宗
教
上
の
行
為
、
祝
典
、
儀
式
又
は
行
事

に
参
加
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
」
と
定
め
る
。
本
項
は
、
明
治
憲
法
時

代
に
、
神
社
へ
の
参
拝
や
神
道
式
の
国
家
的
儀
式
へ
の
参
加
が
し
ば
し
ば
強

制
さ
れ
た
こ
と
を
背
景
に
、
宗
教
上
の
行
為
な
ど
を
「
強
制
さ
れ
な
い
」
と

い
う
消
極
的
側
面
に
お
い
て
規
定
し
て
い
る
が
、
同
時
に
積
極
的
側
面
で
あ

る
自
己
の
宗
教
的
信
仰
を
外
部
に
表
現
す
る
行
為
の
自
由
を
も
保
障
し
て
い

る
。
ま
た
、
本
項
の
「
宗
教
上
の
行
為
」
は
「
祝
典
、
儀
式
又
は
行
事
」
以

外
の
行
為
を
包
括
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
な
か
に
は
布
教
宣
伝
行
為
も

含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
礼
拝
、
祈R

、
そ
の
他
宗
教
上
の

儀
式
や
布
教
な
ど
を
行
い
、
こ
れ
ら
に
参
加
す
る
自
由
、
あ
る
い
は
ま
た
、

そ
れ
ら
を
行
わ
ず
、
参
加
を
強
制
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

さ
ら
に
、
宗
教
上
の
集
会
・
結
社
の
自
由
が
あ
る
。
信
仰
を
同
じ
く
す
る

者
が
、
宗
教
活
動
の
た
め
に
集
合
し
た
り
、
教
会
・
団
体
な
ど
宗
教
団
体
を

設
立
す
る
自
由
を
い
う
。
憲
法
で
い
う
「
宗
教
団
体
」
は
、
宗
教
法
人
法
で

い
う
そ
れ
よ
り
広
く
、
特
定
の
宗
教
的
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
同
一
信

条
を
有
す
る
者
が
組
織
す
る
結
合
体
を
示
す
と
解
さ
れ

（
12
）

る
。
宗
教
法
人
の
設

立
に
は
所
轄
庁
に
よ
る
認
証
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
宗
教
団

体
と
し
て
の
法
人
格
が
付
与
さ
れ
る
か
否
か
に
関
す
る
こ
と
で
あ
り
、
宗
教

結
社
が
自
由
に
宗
教
活
動
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
二

〇
条
に
違
反
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う

（
13
）

。

（
３
）
信
教
の
自
由
の
保
障

宗
教
的
信
仰
の
自
由
は
、
思
想
・
良
心
の
自
由
と
同
様
に
、
絶
対
的
に
保

障
さ
れ
る
。
宗
教
的
行
為
の
自
由
お
よ
び
宗
教
的
結
社
の
自
由
に
つ
い
て
は
、

内
心
の
自
由
の
場
合
の
よ
う
に
絶
対
的
な
保
障
を
受
け
る
も
の
で
は
な
く
、

必
要
最
小
限
の
規
制
に
服
す
る
。
そ
の
規
制
法
の
適
用
に
あ
た
っ
て
、
信
教

の
自
由
の
侵
害
に
わ
た
ら
な
い
よ
う
慎
重
な
配
慮
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ

る
。信

教
の
自
由
の
保
障
内
容
と
制
約
が
問
題
と
な
っ
た
主
な
判
例
と
し
て
次

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

q

加
持
祈R

事
件（

14
）

精
神
障
害
者
の
平
癒
の
た
め
線
香
護
摩
に
よ
る

加
持
祈R

を
行
い
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
被
害
者
を
死
に
至
ら
し
め
た
事
件

で
、
最
高
裁
は
、
た
と
え
宗
教
行
為
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
は
「
著
し
く
反
社
会
的
な
も
の
」
で
あ
り
、「
信
教
の
自
由
の
保
障
の

限
界
を
逸
脱
し
た
も
の
」
で
あ
る
と
し
て
、
僧
侶
に
傷
害
致
死
罪
（
刑
法
二

○
五
条
一
項
）
の
成
立
を
認
め
た
。

w

種
谷
牧
師
事
件

（
15
）

学
園
紛
争
当
時
、
建
造
物
侵
入
な
ど
の
犯
人
と

し
て
捜
査
中
の
高
校
生
二
人
を
教
会
牧
師
が
か
く
ま
っ
て
説
諭
し
、
犯
人
蔵

匿
罪
に
よ
り
起
訴
さ
れ
た
事
件
で
、
神
戸
簡
裁
は
、
そ
の
牧
会
活
動
は
両
少
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年
の
「
魂
へ
の
配
慮
」
に
で
た
行
為
で
あ
っ
て
、
二
○
条
の
保
障
す
る
正
当

な
牧
会
活
動
で
あ
る
と
し
て
、
無
罪
と
し
た
。

e

京
都
市
古
都
保
存
協
力
条
例
事
件（

16
）

社
寺
の
文
化
財
の
観
賞
に
課

税
す
る
の
は
二
○
条
一
項
に
違
反
す
る
と
し
て
、
古
都
新
税
条
例
の
事
前
施

行
差
止
め
が
求
め
ら
れ
た
事
件
で
、
京
都
地
裁
は
、
本
件
条
例
は
、
文
化
財

の
観
賞
と
い
う
行
為
の
宗
教
的
側
面
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
対
価
を

支
払
っ
て
す
る
有
償
の
文
化
財
の
観
賞
と
い
う
行
為
の
客
観
的
、
外
形
的
側

面
に
担
税
力
を
見
出
し
、
こ
れ
に
税
を
課
す
こ
と
と
し
た
ま
で
で
あ
る
と
し

て
、
原
告
の
主
張
を
斥
け
た
。

r

日
曜
日
授
業
参
観
事
件（

17
）

教
会
学
校
に
通
う
た
め
に
、
公
立
学
校

の
日
曜
日
参
観
授
業
へ
の
欠
席
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
児
童
と
そ
の
親
が
、
欠

席
扱
い
は
信
教
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
出
訴
し
た
事
件

で
、
東
京
地
裁
は
、
公
教
育
の
必
要
か
ら
、
宗
教
的
行
為
の
自
由
も
合
理
的

根
拠
に
基
づ
く
一
定
の
制
約
を
受
け
る
と
し
て
、
訴
え
を
斥
け
て
い
る
。

t

神
戸
市
立
高
専
剣
道
拒
否
事
件（

18
）

神
戸
市
立
高
専
に
お
い
て
、
信

仰
上
の
理
由
か
ら
剣
道
の
必
修
実
技
の
履
修
を
拒
否
し
た
学
生
に
対
し
て
、

代
替
措
置
に
つ
い
て
な
ん
ら
検
討
す
る
こ
と
も
な
く
、
体
育
科
目
を
不
認
定

と
し
た
担
当
教
員
ら
の
評
価
を
受
け
て
、
原
級
留
置
処
分
を
し
、
さ
ら
に
、

二
年
続
け
て
原
級
留
置
と
な
っ
た
た
め
退
学
処
分
を
し
た
校
長
の
措
置
に
つ

い
て
、
最
高
裁
は
裁
量
権
の
範
囲
を
超
え
る
違
法
な
も
の
と
し
た
。

３
　
政
教
分
離

（
１
）
政
教
分
離
原
則
の
意
味

政
教
分
離
原
則
は
、
国
家
の
非
宗
教
性
・
宗
教
的
中
立
性
の
原
則
で
あ
る
。

日
本
国
憲
法
は
、
二
○
条
一
項
後
段
で
「
い
か
な
る
宗
教
団
体
も
、
国
か
ら

特
権
を
受
け
、
又
は
政
治
上
の
権
力
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
宗
教
の

側
か
ら
政
教
分
離
原
則
を
定
め
、
同
条
三
項
は
、「
国
及
び
そ
の
機
関
は
、

宗
教
教
育
そ
の
他
い
か
な
る
宗
教
的
活
動
も
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
政
教
分

離
原
則
を
明
確
に
定
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
八
九
条
は
、「
公
金
そ
の
他
の

公
の
財
産
は
、
宗
教
上
の
組
織
若
し
く
は
団
体
の
使
用
、
便
益
若
し
く
は
維

持
の
た
め
、
…
…
こ
れ
を
支
出
し
、
又
は
そ
の
利
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
」

と
財
政
面
か
ら
政
教
分
離
原
則
を
規
定
し
て
い
る
。

政
教
分
離
原
則
は
二
つ
の
理
由
か
ら
採
用
さ
れ
る
。
一
つ
は
、
個
人
の
信

教
の
自
由
の
保
障
を
確
保
し
、
補
強
す
る
意
味
を
も
つ
。
二
つ
に
は
、
政
府

を
破
壊
か
ら
救
い
、
宗
教
を
堕
落
せ
し
め
な
い
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
の
で

あ
る

（
19
）

。

（
２
）
政
教
分
離
原
則
の
法
的
性
格

日
本
国
憲
法
に
お
け
る
政
教
分
離
原
則
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
学
説

が
対
立
し
て
い
る
。
従
来
、
一
般
に
、
政
教
分
離
原
則
は
信
教
の
自
由
を
確

保
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
制
度
的
保
障
で
あ
る
と
解
さ

れ
て
き
た
（
判
例
は
一
貫
し
て
こ
の
立
場
に
あ
る
）。
こ
れ
に
対
し
、
近
時
、

政
教
分
離
の
内
容
は
憲
法
上
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
制
度
の
積
極
的
創
設

に
か
か
わ
る
制
度
的
保
障
の
理
論
を
こ
こ
で
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る

見
解

（
20
）

、
あ
る
い
は
、
政
教
分
離
原
則
は
個
人
の
信
教
の
自
由
を
強
化
拡
大
す

る
人
権
保
障
規
定
と
み
る
見
解

（
21
）

が
有
力
に
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
人
権
説

に
対
し
て
は
、
た
し
か
に
、
政
教
分
離
原
則
は
信
教
の
自
由
と
密
接
不
可
分

の
関
係
に
あ
る
法
原
則
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
国
家
に
対
し
て
特
定
の
宗
教

に
か
か
わ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
要
請
す
る
客
観
的
な
法
原
則
で
あ
っ

て
、
個
人
の
主
観
的
な
権
利
自
体
を
保
障
す
る
も
の
で
は
な
い

（
22
）

、
と
す
る
批

判
も
あ
る
。
ま
た
、
政
教
分
離
が
「
人
権
」
の
内
容
を
な
す
規
定
な
の
か
そ

う
で
は
な
い
の
か
（
制
度
的
保
障
な
ど
）、
と
い
う
選
択
で
は
な
く
、
日
本

国
憲
法
に
お
け
る
政
教
分
離
規
定
は
、「
信
教
の
自
由
」
と
い
う
人
権
規
定
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で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
政
教
分
離
原
則
を
も
定
め
た
規

定
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
と
す
る
指
摘
も
あ
る

（
23
）

。

政
教
分
離
原
則
の
分
離
の
程
度
に
つ
い
て
、
絶
対
的
分
離
と
相
対
的
分
離

に
見
解
が
分
か
れ
る
が
、
文
字
ど
お
り
の
「
絶
対
」
の
分
離
は
不
可
能
で
あ

る
か
ら
、
ど
こ
ま
で
厳
格
に
分
離
す
べ
き
か
を
問
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
、（
ａ
）
行
刑
機
関
に
よ
る
受
刑
者
へ
の
宗
教
的
教
誨
は
、
二
○
条
三

項
の
違
反
と
は
さ
れ
な
い
。（
ｂ
）
宗
教
的
文
化
財
の
維
持
・
保
存
の
た
め

の
公
金
支
出
や
、
宗
教
団
体
へ
の
公
共
施
設
の
貸
与
は
、
八
九
条
違
反
と
は

さ
れ
な
い
。（
ｃ
）
宗
教
的
起
源
を
も
つ
が
本
来
の
宗
教
性
を
失
い
完
全
に

習
俗
化
し
た
門
松
、
ク
リ
ス
マ
ス
・
ツ
リ
ー
な
ど
を
国
や
公
共
団
体
の
施
設

に
お
く
こ
と
も
違
憲
と
は
さ
れ
な
い
。

（
３
）

目
的
・
効
果
基
準
論

憲
法
が
禁
止
す
る
宗
教
的
活
動
と
は
い
か
な
る
場
合
か
を
判
断
す
る
基
準

の
適
用
が
問
題
と
な
る
。

市
体
育
館
の
起
工
式
に
際
し
神
道
式
地
鎮
祭
を
行
い
、
そ
こ
に
公
金
を
支

出
し
た
こ
と
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
津
地
鎮
祭
事
件
の
最
高
裁
判
決

（
24
）は

、
憲

法
二
○
条
三
項
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
宗
教
的
活
動
と
は
、
国
お
よ
び

そ
の
機
関
（
地
方
公
共
団
体
を
含
む
）
の
宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
も
つ

す
べ
て
の
行
為
で
は
な
く
、
そ
の
か
か
わ
り
合
い
が
相
当
と
さ
れ
る
限
度
を

超
え
る
も
の
に
限
ら
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
当
該
行
為
の
目
的
が
宗

教
的
意
義
を
も
ち
、
そ
の
効
果
が
宗
教
に
対
す
る
援
助
、
助
長
、
促
進
ま
た

は
圧
迫
、
干
渉
等
に
な
る
よ
う
な
行
為
を
い
う
、
と
い
わ
ゆ
る
目
的
・
効
果

基
準
を
導
入
し
て
判
示
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
反
対
意
見
（
一
五
人
の
裁
判

官
中
の
五
人
）
は
、
政
教
分
離
原
則
を
多
数
意
見
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
国

家
と
宗
教
と
の
結
び
つ
き
を
容
易
に
許
し
、
ひ
い
て
は
信
教
の
自
由
の
保
障

そ
の
も
の
を
ゆ
る
が
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
、
と
し
て
目
的
・
効
果
基
準

を
批
判
し
て
い
た
。

こ
の
目
的
・
効
果
基
準
論
に
対
す
る
学
説
の
対
応
は
、
否
定
説
・
厳
格
適

用
説
・
肯
定
説
の
三
つ
に
大
別
で
き
る
。
現
在
の
多
数
説
で
あ
る
厳
格
適
用

説
は
、
目
的
・
効
果
基
準
の
採
用
を
肯
定
し
つ
つ
も
、
最
高
裁
の
よ
う
な
緩

や
か
な
適
用
を
批
判
し
、
目
的
・
効
果
基
準
が
適
用
で
き
る
場
合
・
基
準
の

内
容
を
厳
格
に
し
よ
う
と
す
る
見
解
と
い
え
よ
う
。

こ
こ
で
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
最
高
裁
の
憲
法
判
例
理
論
に
お
い
て
、
目

的
・
効
果
基
準
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き
て
い
る
の
か
簡
単
に
確
認
し

て
お
こ
う

（
25
）

。
合
衆
国
憲
法
修
正
一
条
は
連
邦
議
会
が
国
教
樹
立
に
関
す
る
法

律
を
制
定
し
、
信
教
の
自
由
を
禁
止
す
る
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
を
禁
じ
て

い
る
。
こ
ん
に
ち
で
は
、
信
教
の
自
由
の
保
障
は
修
正
一
四
条
の
デ
ュ
ー
・

プ
ロ
セ
ス
条
項
を
と
お
し
て
州
に
も
適
用
さ
れ
、
国
教
樹
立
禁
止
条
項
も
修

正
一
四
条
に
よ
っ
て
州
に
も
及
ぶ
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
合
憲
性
審
査

基
準
と
し
て
は
、
一
九
六
三
年
のSchem

pp

事
件
判
決

（
26
）

で
、
目
的
と
効
果
の

両
面
か
ら
判
断
す
る
手
法
が
採
用
さ
れ
、
一
九
七
○
年
のW

alz

事
件
判
決（

27
）

で
、「
過
度
の
か
か
わ
り
合
い
」
と
い
う
要
件
が
用
い
ら
れ
た
の
を
、
一
九

七
一
年
のLem

on

事
件
判
決

（
28
）

で
厳
格
な
三
つ
の
要
件
と
し
て
確
立
し
た
も
の

で
あ
る
。
q
国
の
行
為
が
世
俗
的
な
目
的
（secular

purpose

）
を
も
つ
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
w
国
の
行
為
の
主
要
な
第
一
次
的
な
効
果

（prim
ary

effecf

）
が
宗
教
を
助
長
・
促
進
す
る
も
の
で
も
、
抑
圧
す
る
も

の
で
も
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
e
国
の
行
為
は
宗
教
と
の
過
度
の
か
か
わ
り

合
い
（excessive

entanglem
ent

）
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、

と
す
る
。
こ
の
レ
モ
ン
・
テ
ス
ト
と
い
う
合
憲
性
審
査
基
準
は
、
そ
れ
ぞ
れ

独
立
の
意
味
を
も
つ
右
の
三
つ
の
基
準
が
合
体
し
て
成
立
し
て
お
り
、
一
つ

で
も
そ
の
基
準
が
ク
リ
ア
ー
で
き
な
い
と
違
憲
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

の
で
、
基
準
と
し
て
は
か
な
り
難
し
い
側
面
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
の
レ
モ
ン
・
テ
ス
ト
は
、
主
と
し
て
宗
教
に
対
す
る
政
府
の
補
助
の
合
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憲
性
を
め
ぐ
る
事
例
の
な
か
で
展
開
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
連
邦
最
高
裁
は
、

国
教
樹
立
禁
止
が
問
題
と
な
る
す
べ
て
の
事
例
に
こ
の
基
準
を
適
用
す
る
よ

う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
た
だ
し
、
レ
モ
ン
・
テ
ス
ト
に
対
し
て
は
批
判
的
な

声
も
根
強
く
、
連
邦
最
高
裁
も
と
き
お
り
別
の
要
素
に
依
拠
し
て
判
断
を
下

し
て
い
る

（
29
）

。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
政
府
の
宗
教
政
策
や
社
会
状
況
の
な
か

で
国
教
樹
立
禁
止
条
項
を
め
ぐ
っ
て
は
、
揺
れ
の
激
し
い
領
域
の
一
つ
と
い

え
よ
う
。

４
　
む
す
び
に
か
え
て

わ
が
国
で
も
、
政
府
分
離
に
関
す
る
合
憲
性
審
査
基
準
と
し
て
最
高
裁
が

津
地
鎮
祭
事
件
で
採
用
し
た
目
的
・
効
果
基
準
論
は
、
そ
の
後
の
判
例
の
な

か
で
確
認
さ
れ
て
い
く
。

た
と
え
ば
、
山
口
県
殉
職
自
衛
官
合
祀
違
憲
訴
訟
に
お
い
て
、
山
口
地
裁

判
決

（
30
）

・
広
島
高
裁
判
決

（
31
）

・
最
高
裁
判
決

（
32
）

は
、
こ
の
目
的
・
効
果
基
準
に
従
っ

て
判
断
し
た
が
、
結
論
は
正
反
対
の
も
の
に
な
っ
た
。
ま
た
、
箕
面
忠
魂
碑

訴
訟
の
大
阪
地
裁
判
決

（
33
）

は
、
目
的
・
効
果
基
準
と
こ
れ
に
加
え
て
「
過
度
の

か
か
わ
り
合
い
」
の
基
準
を
採
用
し
て
碑
の
移
設
・
再
建
に
対
す
る
市
の
関

与
に
つ
い
て
違
憲
の
判
決
を
な
し
た
が
、
同
事
件
の
控
訴
審
高
裁
判
決

（
34
）

で
は

逆
に
目
的
・
効
果
基
準
に
よ
り
合
憲
判
断
が
な
さ
れ
、
上
告
審
最
高
裁
判
決

（
35
）

も
合
憲
判
断
を
導
い
た
。
そ
し
て
岩
手
靖
国
訴
訟
の
盛
岡
地
裁
判
決

（
36
）

に
お
い

て
も
、
政
教
分
離
原
則
違
反
が
問
わ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
、
や
は
り
目
的
・

効
果
基
準
に
依
拠
し
な
が
ら
合
憲
判
決

（
37
）

が
な
さ
れ
た
が
、
同
事
件
の
仙
台
高

裁
判
決
で
は
逆
に
目
的
・
効
果
基
準
を
援
用
し
、
内
閣
総
理
大
臣
等
の
公
式

参
拝
は
靖
国
神
社
を
公
的
に
特
別
視
し
、
優
越
的
地
位
を
与
え
て
い
る
と
の

印
象
を
社
会
一
般
に
生
じ
さ
せ
る
と
し
て
、
違
憲
判
決
が
導
か
れ
た
。
愛
媛

玉
串
料
訴
訟
の
松
山
地
裁
判
決

（
38
）

も
、
目
的
・
効
果
基
準
を
援
用
し
、
県
の
玉

串
料
支
出
は
県
と
靖
国
神
社
の
結
び
つ
き
に
関
す
る
象
徴
と
し
て
の
役
割
を

果
た
し
て
い
る
と
し
て
、
違
憲
判
決
を
な
し
た
が
、
同
事
件
の
控
訴
審
高
松

高
裁
判
決

（
39
）

は
逆
に
合
憲
判
断
が
な
さ
れ
た
。
長
崎
忠
魂
碑
訴
訟
の
長
崎
地
裁

判
決

（
40
）

で
は
、
目
的
・
効
果
基
準
に
よ
り
一
四
碑
の
う
ち
、
護
国
神
社
の
神
官

主
宰
で
神
式
の
宗
教
儀
式
に
よ
り
慰
霊
祭
を
行
っ
て
い
る
忠
魂
碑
一
碑
を
違

憲
と
判
断
し
た
が
、
同
事
件
の
控
訴
審
福
岡
高
裁
判
決

（
41
）

は
目
的
・
効
果
基
準

を
緩
や
か
に
適
用
し
て
、
違
憲
の
主
張
を
斥
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
目
的
・
効
果
基
準
が
明
確
か
つ
客
観
的
な
基

準
た
り
う
る
か
に
つ
い
て
異
論
が
で
て
く
る
の
も
当
然
で
あ
ろ
う

（
42
）

。
裁
判
所

の
判
断
は
個
々
の
事
例
に
お
い
て
か
な
り
大
き
な
揺
れ
を
み
せ
て
い
る
。
実

際
に
こ
の
基
準
を
適
用
し
て
い
く
場
合
に
は
、
政
教
分
離
原
則
に
対
す
る
裁

判
所
の
姿
勢
が
問
題
に
な
る
。
そ
こ
に
は
、
憲
法
の
信
教
の
自
由
の
保
障
お

よ
び
政
教
分
離
原
則
に
つ
い
て
の
基
本
的
認
識
が
反
映
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
は
憲
法
二
○
条
お
よ
び
八
九
条
設
定
の
経
緯
と

意
義
を
十
分
考
慮
に
入
れ
て
、
本
基
準
の
適
用
が
妥
当
な
場
合
か
ど
う
か
、

ま
た
、
適
用
に
あ
た
っ
て
は
基
準
の
内
容
を
よ
り
厳
格
に
解
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

注（
１
）

一
九
九
二
年
一
二
月
現
在
で
、
人
口
総
数
約
一
億
二
千
万
人
に
対
し
、
信
徒
数
は
約
二

億
二
千
万
人
を
示
し
て
い
る
。（『
朝
日
年
鑑
』
一
九
九
五
年
版
八
○
六
頁
）。

（
２
）

山
口
殉
職
自
衛
官
合
祀
訴
訟
（
最
大
判
昭
和
六
三
年
六
月
一
日
民
集
四
二
巻
五
号
二
七

七
頁
）
に
お
い
て
最
高
裁
多
数
意
見
は
、
殉
職
自
衛
官
を
合
祀
し
た
県
護
国
神
社
と
被
上

告
人
た
る
妻
の
関
係
を
論
じ
る
な
か
で
宗
教
的
寛
容
論
を
持
ち
込
み
、
強
制
、
妨
害
の
な

い
限
り
被
上
告
人
は
受
忍
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
、
も
と
も
と
寛
容
と
は
、
少

数
派
の
人
権
を
守
た
め
多
数
派
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
要
求
で
あ
っ
て
、
近
代
の
「
寛
容
」
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の
精
神
史
か
ら
み
る
と
、
ま
っ
た
く
逆
立
ち
し
た
論
理
と
い
え
よ
う
。

（
３
）

宮
田
光
雄
『
日
本
の
政
治
宗
教
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
一
年
）
五
○
―
五
頁
。
藤
田

達
郎
『
日
本
国
憲
法
―
資
料
と
判
例
―
〔
四
訂
版
〕（
2
）
基
本
的
人
権
』
現
代
憲
法
研
究

会
編
（
法
律
文
化
社
、
一
九
九
○
年
）
一
二
一
―
二
頁
。

（
４
）

宗
教
的
少
数
者
の
権
利
保
護
の
観
点
に
つ
い
て
、
藤
林
益
三
裁
判
官
は
、
津
地
鎮
祭
事

件
最
高
裁
判
決
（
最
大
判
昭
和
五
二
年
七
月
一
三
日
民
集
三
一
巻
四
号
五
三
三
頁
）
の
追

加
反
対
意
見
の
な
か
で
、「
国
家
や
地
方
公
共
団
体
の
権
限
、
威
信
及
び
財
政
上
の
支
持
が

特
定
の
宗
教
の
背
後
に
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
宗
教
的
少
数
者
に
対
し
、
公
的
承

認
を
受
け
た
宗
教
に
服
従
す
る
よ
う
間
接
的
に
強
制
す
る
圧
力
を
生
じ
る
」
こ
と
に
な
る

か
ら
「
た
と
え
、
少
数
者
の
潔
癖
感
に
基
づ
く
意
見
と
見
ら
れ
る
も
の
が
あ
っ
て
も
、
か

れ
ら
の
宗
教
や
良
心
の
自
由
に
対
す
る
侵
犯
は
多
数
決
を
も
っ
て
し
て
も
許
さ
れ
な
い
の

で
あ
る
。」
と
さ
れ
、
ま
た
、
伊
藤
正
己
裁
判
官
は
、
殉
職
自
衛
官
合
祀
事
件
最
高
裁
判
判

決
の
反
対
意
見
の
な
か
で
、「
基
本
的
人
権
、
特
に
精
神
的
自
由
に
か
か
わ
る
問
題
を
考
え

る
場
合
に
少
数
者
の
保
護
と
い
う
視
点
に
立
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
特
に
司
法
の
場
に

お
い
て
は
そ
れ
が
要
求
さ
れ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

（
５
）

Ｊ
・
Ｂ
ビ
ュ
ア
リ
（
森
島
恒
雄
訳
）『
思
想
の
自
由
の
歴
史
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
一

年
）、
山
田
卓
生
「
信
教
の
自
由
―
最
近
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
展
開
―
」『
基
本
的
人
権

５
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
九
年
）、
イ
ェ
リ
ネ
ク
（
初
宿
正
典
訳
）「
人
権
宣
言
論
」

『
人
権
宣
言
論
争
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
一
年
）、
な
ど
。

（
６
）

宮
田
光
雄
『
現
代
日
本
の
民
主
主
義
―
制
度
を
つ
く
る
精
神
―
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六

九
年
）
九
三
頁
。

（
７
）

津
地
鎮
祭
事
件
の
名
古
屋
高
判
昭
和
四
六
年
五
月
一
四
日
行
集
二
二
巻
五
号
七
五
○
―

一
頁
、
芦
部
信
喜
「
国
家
と
宗
教
」
法
学
教
室
五
二
号
（
一
九
八
五
年
）
九
―
一
○
頁
。

（
８
）

維
新
政
府
は
、
一
八
六
八
年
（
慶
応
四
年
）
三
月
一
三
日
、
神
祇
官
を
再
興
し
て
諸
神

社
を
管
轄
す
る
旨
を
布
告
し
、
神
道
国
教
化
政
策
を
展
開
し
た
。
一
八
七
一
年
（
明
治
四

年
）
五
月
一
四
日
の
太
政
官
布
告
で
神
社
は
「
国
家
ノ
宗
祀
」
と
公
的
性
格
を
規
定
し
官

社
・
諸
社
に
わ
け
ら
れ
た
。

（
９
）

佐
藤
幸
治
『
憲
法
〔
新
版
〕』（
青
林
書
院
、
一
九
九
○
年
）
四
三
五
頁
、
佐
藤
功
『
日

本
国
憲
法
概
説
〔
全
訂
第
四
版
）』（
学
陽
書
房
、
一
九
九
一
年
）
一
八
五
―
六
頁
、
種
谷

春
洋
「
内
面
的
精
神
活
動
の
自
由
」『
憲
法
2
人
権
a
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
八
年
）
三
一

四
頁
以
下
、
な
ど
。

（
10
）

前
掲
・
名
古
屋
高
裁
判
決
行
集
二
二
巻
五
号
六
八
○
頁
。

（
11
）

箕
面
忠
魂
碑
訴
訟
の
大
阪
地
判
昭
和
五
七
年
三
月
二
四
日
判
例
時
報
一
○
三
六
号
二
○

頁
。た

だ
し
、
こ
う
し
た
「
宗
教
」
の
定
議
が
「
や
や
有
神
論
的
宗
教
観
に
寄
り
す
ぎ
と
い

え
よ
う
か
」
と
し
て
、「
宗
教
」
の
定
義
を
検
討
す
る
も
の
に
、
坂
本
昌
成
「
信
教
の
自
由
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
○
八
九
号
（
一
九
九
六
年
）
一
九
一
頁
が
あ
る
。

（
12
）

佐
藤
（
幸
）
・
前
掲
書
四
三
六
頁
は
、「
特
定
の
信
仰
を
有
す
る
者
に
よ
る
、
当
該
宗
教

目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
組
織
体
」
と
さ
れ
、
宮
澤
俊
義
（
芦
部
信
喜
補
訂
）『
全
訂
日
本

国
憲
法
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
七
八
年
）
二
三
九
頁
は
、「
宗
教
的
礼
拝
な
い
し
宣
伝
を

目
的
と
す
る
す
べ
て
の
団
体
」
と
説
か
れ
て
い
る
。

（
13
）

佐
藤
（
幸
）
・
前
掲
書
四
三
六
―
七
頁
、
吉
田
善
明
『
日
本
国
憲
法
論
』（
三
省
堂
、
一

九
九
○
年
）
二
六
八
頁
。

（
14
）

最
大
判
昭
和
三
八
年
五
月
一
五
日
刑
集
一
七
巻
四
号
三
○
二
頁
。

（
15
）

神
戸
簡
裁
昭
和
五
○
年
二
月
二
○
日
判
例
時
報
七
六
八
号
三
頁
。

（
16
）

京
都
地
判
昭
和
五
九
年
三
月
三
○
日
行
集
三
五
巻
三
号
三
五
三
頁
。

（
17
）

東
京
地
判
昭
和
六
一
年
三
月
二
○
日
行
集
三
七
巻
三
号
三
四
七
頁
。

（
18
）

最
判
平
成
八
年
三
月
八
日
民
集
五
○
巻
三
号
四
六
九
頁
。

（
19
）

E
ngelv.V

itale,
3
7
0

U
.S.

4
2
1

（1
9
6
2

）
に
お
け
る
ブ
ラ
ッ
ク
判
事
の
代
表
意
見
、
熊
本

信
夫
『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
教
分
離
の
原
則
〔
増
補
版
〕』（
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、

一
九
八
九
年
）
三
六
九
頁
以
下
。

（
20
）

佐
藤
（
幸
）
・
前
掲
書
四
四
三
頁
。

（
21
）

そ
の
代
表
的
推
唱
者
は
、
高
柳
信
一
「
政
教
分
離
判
例
理
論
の
思
想
」『
ア
メ
リ
カ
憲
法

の
現
代
的
展
開
２
統
治
構
造
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
）
二
二
二
頁
、
笹
川
紀
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勝
「
精
神
的
自
由
」『
憲
法
講
義
２
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
九
年
）
九
八
―
九
頁
、
横
田
耕

一
「『
信
教
の
自
由
』
の
問
題
状
況
」the

Law
School

四
六
号
（
一
九
八
二
年
）
一
一
頁
、

な
ど
。

（
22
）

戸
波
江
二
「
政
教
分
離
原
則
の
法
的
性
格
」『
憲
法
訴
訟
と
人
権
の
理
論
』（
有
斐
閣
、

一
九
八
五
年
）
五
三
七
―
四
二
頁
、
青
柳
幸
一
「
信
教
の
自
由
」『
自
由
・
平
等
・
友
愛
―

憲
法
の
こ
こ
ろ
―
』（
八
千
代
出
版
、
一
九
八
九
年
）
八
八
―
九
頁
。

（
23
）

孝
忠
延
夫
「
政
教
分
離
『
原
則
』
と
信
教
の
自
由
」
関
西
大
学
法
学
論
集
四
四
巻
四
・

五
合
併
号
（
一
九
九
五
年
）
一
○
二
頁
。

（
24
）

前
掲
・
注
（
４
）。

（
25
）

芦
部
「
国
家
の
宗
教
的
中
立
性
」
法
学
教
室
八
五
号
（
一
九
八
七
年
）
一
二
頁
以
下
、

松
井
茂
記
『
ア
メ
リ
カ
憲
法
入
門
〔
第
三
版
〕』（
有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
）
二
○
八
頁
以

下
、
な
ど
。

（
26
）

SchoolD
istrictofA

bington
v.

Schem
pp,

3
7
4

U
.S.

2
0
3

（1
9
6
3

）
こ
の
シ
ェ
ン
プ
事

件
は
、
公
立
学
校
で
聖
書
の
一
節
を
朗
読
し
祈R

を
斉
唱
す
る
こ
と
を
命
じ
た
州
法
が
問

題
と
さ
れ
、
連
邦
最
高
裁
は
、
目
的
と
効
果
の
基
準
の
も
と
で
、
こ
れ
を
違
憲
と
判
断
し

た
。

（
27
）

W
alz

v.
Tax

C
om

m
ission

ofthe
C

ity
ofN

ew
York,

3
9
7

U
.S.

6
6
4

（1
9
7
0

）
こ
の

ウ
ォ
ル
ツ
事
件
で
は
、
教
会
の
所
得
税
を
他
の
公
益
法
人
と
平
等
に
免
税
す
る
こ
と
の
合

憲
性
が
争
わ
れ
た
。
連
邦
最
高
裁
判
は
、
こ
の
免
税
を
廃
止
す
る
と
、
政
府
が
教
会
の
財

産
を
評
価
す
る
こ
と
と
な
り
、
教
会
と
許
し
が
た
い
程
度
に
ま
で
か
か
わ
り
合
う
状
態
に

置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
し
て
合
憲
の
判
断
を
下
し
た
。

（
28
）

Lem
on

v.
K

urtzm
an,

4
0
3

U
.S.

6
0
2

（1
9
7
1

）
こ
の
レ
モ
ン
事
件
で
は
、
連
邦
最
高
裁

は
、
私
立
学
校
の
世
俗
教
科
の
教
師
の
サ
ラ
リ
ー
と
教
材
の
一
部
の
費
用
を
学
校
に
弁
済

す
る
こ
と
を
認
め
た
州
法
を
違
憲
と
判
断
し
た
。

（
29
）

M
arsh

v.
C

ham
ber,

4
6
3

U
.S.

7
8
3

（1
9
8
3

）,Lynch
v.

D
onnelly,

4
6
5

U
.S.

6
6
8

（1
9
8
4

）,C
ounty

ofA
llegheny

v.
A

C
LU

,
4
9
2

U
.S.

5
7
3

（1
9
8
9

）
こ
れ
ら
の
事
件
で
は
、

連
邦
最
高
裁
は
、
レ
モ
ン
・
テ
ス
ト
と
は
い
さ
さ
か
異
な
る
合
衆
国
憲
法
起
草
期
の
歴
史

や
伝
統
、
ま
た
、
宗
教
を
支
援
す
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
要
素
を
持
ち
込
ん
で
判
断
が
な

さ
れ
て
い
る
。

（
30
）

山
口
地
判
昭
和
五
四
年
三
月
二
二
日
判
例
時
報
九
二
一
号
四
四
頁
。

（
31
）

広
島
高
判
昭
和
五
七
年
六
月
一
日
判
例
時
報
一
○
四
六
号
三
頁
。

（
32
）

前
掲
・
注
（
２
）

（
33
）

前
掲
・
注
（
11
）

（
34
）

大
阪
高
判
昭
和
六
二
年
七
月
一
六
日
判
例
時
報
一
二
三
七
号
三
頁
。

（
35
）

最
判
平
成
五
年
二
月
一
六
日
民
集
四
七
巻
三
号
一
六
八
七
頁
。

（
36
）

盛
岡
地
判
昭
和
六
二
年
三
月
五
日
判
例
時
報
一
二
二
三
号
三
○
頁
。

（
37
）

仙
台
高
判
平
成
三
年
一
月
一
○
日
判
例
時
報
一
三
七
○
号
三
頁
。
な
お
、
拙
稿
「
靖
国

神
社
公
式
参
拝
議
決
と
玉
串
料
等
公
金
支
出
に
か
か
る
司
法
判
断
」
中
京
大
学
社
会
科
学

研
究
一
二
巻
一
号
（
一
九
九
一
年
）
六
一
―
七
○
頁
。

（
38
）

松
山
地
判
平
成
元
年
三
月
一
○
日
判
例
時
報
一
三
○
五
号
二
六
頁
。
な
お
、
拙
稿
「
わ

が
国
に
お
け
る
政
教
分
離
の
意
味
と
問
題
状
況
」
中
京
大
学
大
学
院
生
法
学
研
究
論
集
一

一
号
（
一
九
九
一
年
）
七
二
頁
以
下
。

（
39
）

高
松
高
判
平
成
四
年
五
月
一
二
日
行
集
四
三
巻
五
号
七
一
七
頁
。

（
40
）

長
崎
地
判
平
成
二
年
二
月
二
○
日
判
例
時
報
一
三
四
○
号
三
○
頁
。

（
41
）

福
岡
高
判
平
成
四
年
一
二
月
一
八
日
行
集
四
三
巻
一
一
・
一
二
号
一
五
三
七
頁
。

（
42
）

奥
平
康
弘
「
日
本
の
神
々
と
日
本
の
憲
法
―
愛
媛
県
靖
国
神
社
玉
ぐ
し
料
支
出
事
件
に

関
連
し
て
」
法
律
時
報
六
一
巻
八
号
（
一
九
八
九
年
）
九
七
頁
。

－ 239－（40）
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